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市
民
モ
ニ
タ
ー
制
度
は
、
市
が
行
っ
て

い
る
事
業
に
つ
い
て
の
皆
さ
ん
の
声
を
で

き
る
だ
け
市
政
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。

　

意
見
等
を
提
出
し
て
く
だ
さ
る
「
市
民

モ
ニ
タ
ー
」
を
募
集
し
ま
す
。

　

公
募
の
ほ
か
、
無
作
為
に
選
ん
だ
市
民

の
方
へ
モ
ニ
タ
ー
を
依
頼
し
ま
す
。
通
知

を
受
け
取
っ
た
際
に
は
、
ご
協
力
く
だ
さ

い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

業
務
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容　

市
が
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け
た
テ
ー
マ
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対

し
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一
定
の
期
間
内
に
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ン
ケ
ー
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へ
の

回
答
や
意
見
を
提
出
す
る
。（
今
年
度
は
、

市
の
総
合
計
画
と
観
光
を
予
定
）
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公
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４
名
程
度

　
　
　

無
作
為
抽
出　
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名
程
度

応
募
資
格　

市
内
に
在
住
・
在
勤
・
在
学

す
る
18
歳
以
上
の
方
。
た
だ
し
、
常
勤
の

公
務
員
、
議
会
議
員
の
方
は
除
く
。

応
募
方
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秘
書
課
、
各
支
所
地
域
総
務

課
に
備
え
付
け
の
申
込
書
に
必
要
事
項
を

記
入
の
上
、
秘
書
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。（
郵
送
可
）

応
募
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限　

７
月
９
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金
）必
着

任
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平
成
24
年
３
月
31
日
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報
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な
し
（
郵
送
料
は
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の
負
担
）
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市
民
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ニ
タ
ー
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集
し
ま
す

６月23日から29日は男女共同参画週間です
－男女がお互いを理解し尊重しあえる社会を目指そう－

　男女共同参画推進本部（内閣府男女共同参画局）は、男女共同参画社会基本法の公布・施行日を踏
まえ、毎年６月 23 日から 29 日までの１週間を男女共同参画週間と定めています。今回のキャッチフ
レーズは“話そう、働こう、育てよう。いっしょに。”です。男性も女性も、あらゆる分野において、
それぞれの個性と能力を発揮できる社会の実現のため、私たちのまわりの男女のパートナーシップに
ついて、この機会に考えてみませんか？

◆男女共同参画社会基本法とは
　「男は仕事、女は家庭」といった固定的な性別役
割分担にとらわれずに、家庭、職場、地域、学校で、
それぞれの個性と能力を発揮できるような社会を
つくるために、５つの基本理念を掲げ、行政と国
民それぞれが果たすべき役割を定めています。
◆基本理念（5つの柱）
１ 男女の人権の尊重
　  　男女の個人としての尊厳を重んじ、男女の差
別をなくし、男性も女性も一人の人間として能
力を発揮できる機会を確保する必要があります。

２ 社会における制度または慣行についての配慮
　  　固定的な役割分担意識にとらわれず、男女が
さまざまな活動ができるように、社会の制度や
慣行のあり方を考える必要があります。

３ 政策等の立案および決定への共同参画
　  　男女が社会の対等なパートナーとして、あ
らゆる分野において方針の決定に参画できる
機会を確保する必要があります。

４ 家庭生活における活動と他の活動の両立
　  　男女が対等な家族の構成員として、互いに
協力し、社会の支援も受け、家族としての役
割を果たしながら、仕事や学習、地域活動が
できるようにする必要があります。

５ 国際的協調
　  　男女共同参画社会づくりのために、国際社
会と共に歩むことも大切です。他の国々や国
際機関とも相互に協力して取り組む必要があ
ります。

 【男女共同参画社会基本法の基本理念】




